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▶問い合わせ先＝宇都宮税務所　028(621)2151(自動音声案内)
税務課　住民税係　☎ 56 9122

宇都宮税務署からのお知らせ
確定申告に関する重要なお知らせについて

1. 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」が便利です！
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、混雑する税務署の確

定申告会場に出向かなくても、ご自宅のパソコン・タブレット・スマートフォンから24時間

いつでも申告書を作成いただけます。

　作成した申告書は、ID・パスワードを入力、またはマイナンバーカードを使ってｅ－Ｔａ

ｘで送信、もしくは印刷して郵送のいずれかの方法で提出できます。特に ID・パスワードに

よるｅ－Ｔａｘは、非常に便利ですので、ぜひご利用ください。

2. いつでもどこでもスマホで申告！
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも申告書が作成で

きます。

　平成31年１月から、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除又はふるさと納税などの寄

附金控除を適用して申告する方向けに、入力が簡単な「スマホ専用画面」を用意しており、Ｉ

Ｄ・パスワードを利用してｅ－Ｔａｘで申告することができます。

配偶者控除・配偶者特別控除の改正について
　平成30年分の確定申告から次のとおり改正されます。

1. 配偶者控除
　申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けられないことと

なりました。

　また、控除額について、改正前は一律38万円とされていましたが、改正後は、申告者本人

の合計所得金額に応じ、①900万円以下の場合は38万円（48万円）、②900万円超950万円以

下の場合は26万円（32万円）、③950万円超1,000万円以下の場合は13万円（16万円）とされ

ました（※）。

※（　）内の金額は、老人控除対象配偶者（控除対象配偶者のうち、12月31日現在の年齢が70

歳以上の者をいいます。）の場合となります。

2. 配偶者特別控除
　配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、申告

者本人の合計所得金額によっても控除額が異なることとなりました。詳細は、国税庁ホームペ

ージ「タックスアンサーＮｏ .1195」をご覧ください。

　なお、申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はあ

りません。
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▶問い合わせ先＝栃木県宇都宮県税事務所　課税課　028(626)3018
上三川町農業委員会事務局　☎ 56 9166

軽油引取税に係る農業用免税証の交付申請
　平成31年分農業用免税証の交付申請を次のとおり受付します。

1. 受付期日及び場所
▶期日＝2月5日（火）　上三川地区・明治地区のうち多功及び天神町
　　　　2月6日（水）　本郷地区・明治地区（多功及び天神町を除く）
▶時間＝午前9時30分～午後3時（正午～午後1時までは昼休み）
▶場所＝役場3階　大会議室

2. 持参するもの
（1）新規申請以外の方
　・免税軽油使用者証
　・印かん
　・免税軽油の引取り等に係る報告書
 　（納品書・請求書又は領収書を持参。納品書等は、確認後返却します。）　　 
　・栃木県収入証紙（420円分・・・使用者証が今回更新の方のみ）

（2）新規申請の方
　・印かん
　・農業委員会が発行する耕作証明書
　・作付け内容や使用機械を記入した書面（メモ等）
　・栃木県収入証紙（420円分）　

3. 免税証の交付
　前年度の申請内容に変更のない方　　→　書類に不備がない場合、申請日に即日交付します。
　新規申請の方及び追加交付希望の方　→　後日、県税事務所窓口にて交付いたします。
　※追加交付希望の方は、前年交付と同数量分は申請日に交付します。　　

4. 注意事項
　・上記の受付期日で都合のつかない方は、2月13日（水）～15日（金）の間に、栃木県庁河内庁舎5階・

大会議室で受付をしてください。

【受付時間：午前8時45分～11時15分、午後1時～3時30分】
　・新規申請及び数量変更希望の方を除き、耕作証明書の添付は不要です。
　・報告書に添付すべき納品書等を忘れた場合、免税証の即日交付はできません。
　　紛失した場合は、必ず購入店で販売証明書を持参してください。（新規申請の方を除く。）


